
平成 25 年 4 月 18 日 

 

貸金業者 各位 

 

日 本 貸 金 業 協 会  

会 員 業 務 部 

TEL 03－5739－3014 

 

 

 

東日本大震災の被災地で行われている防災集団移転促進事業について 

 

 標記のことにつきまして、別添のとおり協会員の皆さまにお願いしております。 

つきましては、協会に加入されていない貸金業者の皆さまにおかれましても、当該趣旨

を踏まえ真摯にご対応くださいますようお願いいたします。 



平成 25 年 4 月 16 日 

 

協会員各位 

日 本 貸 金 業 協 会  

会 員 業 務 部 

TEL 03－5739－3014 

 

防災集団移転促進事業について 

 

東日本大震災の被災地（岩手県・宮城県・福島県）において、「防災のための集団移転促

進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律」に基づき、被災地域における住民の

居住に適当でない区域にある住居の集団的移転を行う防災集団移転促進事業に係る取組が

開始されています。 

 防災集団移転促進事業においては、事業を施行する自治体等が集団移転促進事業計画を

国土交通大臣の同意を得て策定することとされ、当該事業計画に基づき旧居住地の買い上

げが行われますが、土地に抵当権・根抵当権が設定されている場合は、抵当権等の解除が

買い上げの前提とされており、買上代金により債務が完済できない場合の抵当権等の解除

が関係者での課題となっております。 

 本件の円滑な事業実施にあたっては、移転者による合意形成と金融機関等による理解と

協力が不可欠でありますが、一部機関の理解が得られず、事業が促進されない事例がある

とも聞き及んでおります。 

なお、岩手・宮城・福島県に所在する銀行・信用金庫・信用組合・系統金融機関におい

ては、「防災集団移転促進事業において買取対象となる宅地等に係る抵当権の取扱いについ

て、買取代金が債務充当される場合には、基本的に残債があっても抵当権の抹消に応じる

方向である」、「その後の債務返済のご相談にも真摯に対応する」旨を表明しているところ

です。 

 今般、当協会にも自治体等から協力の要請がありましたので、協会員の皆様におかれて

も被災者の生活再建支援のため、被災地の銀行・信用金庫・信用組合・系統金融機関の対

応も踏まえ、抵当権等の解除等について真摯にご対応くださいますようお願い申し上げま

す。 

 防災集団移転促進事業の詳細につきましては、該当する自治体又は国土交通省のホーム

ページ及び添付資料をご覧ください。 

 

【参考】 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukumachi/bousyugaiyou.html 

http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/tobou/g7_1.html 
 

【添付資料】 

 第 2 回金融機関向け防災集団移転促進事業説明会 資料 
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